
 

科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会（第４４回） 

 

令和２年１２月１４日（月） 

１３：００～１５：００ 

文部科学省３階 ３Ｆ２特別会議室 

（オンライン開催を含む） 

 

 

【議 事 次 第】 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会の議事運営について 

（２）「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定につい

て 

（３）遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律に基づく告示の改正について 

（４）その他 

 

３．閉会 

1



【配 布 資 料】 

 

資料 44-1 ：科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会の議事運営について（案） 

資料 44-2-1：「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制

定について 

資料 44-2-2：人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（案） 

資料 44-3  ：研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっ

て執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿

主ベクター系等を定める件の改正について（案） 

資料 44-4 ：今後の予定について 

 

参考資料１：第10期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会委員名簿 

参考資料２：「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノ

ム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の見直しに関する取りま

とめ（令和２年１月24日 医学研究等に係る倫理指針の見直しに

関する合同会議） 

参考資料３：人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（案）概

要（パブリックコメント資料） 

参考資料４：研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって

執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成16年文部科学・環境

省令第１号） 

参考資料５：研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって

執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベ

クター系等を定める件（平成16年文部科学省告示第７号）新旧対

照表 
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